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◆令和６年度納付金の県本算定結果 資料２

区分 項目
今回(R6用)
本算定結果

先回
仮算定結果

仮算定との
差

増減比

①県全体の保険給付費必要額推計（前期高齢者調整後） 258,345,121,884 258,406,654,393 △ 61,532,509 -0.02%

②加算するものの計 1,515,980,704 1,686,913,894 △ 170,933,190 -10.13%

③減算するものの計 117,028,626,633 117,936,556,302 △ 907,929,669 -0.77%

④昨年度以前の剰余金（今回は子ども医療ペナルティ撤廃額） 257,943,671 0 257,943,671 皆増

⑤県全体の必要額　①＋②－③－④ 142,574,532,284 142,157,011,985 417,520,299 0.29%

 ↓　市へ必要額を人数や所得水準により割り振り

⑥犬山市の納付金基礎額（医療給付分） 1,350,870,813 1,347,263,288 3,607,525 0.27%

⑦審査支払手数料など、県全体で持つ経費の本市分（加算） 45,461,809 45,503,806 △ 41,997

⑧前期高齢者交付金の前々年度精算額　＜超過交付のため加算＞ 0 0 0

⑨国・県からの交付金の本市分（減算） 131,552,225 131,552,225 0

⑩国・県による激変緩和分 0 0 0

⑪医療分の納付金額　⑥＋⑦＋⑧－⑨－⑩ 1,264,780,397 1,261,214,869 3,565,528 0.28%

⑫犬山市の納付金基礎額（後期高齢者支援分） 418,177,616 417,017,163 1,160,453 0.28%

⑬後期高齢者支援金の前々年度精算額　＜超過納付のため減算＞ 0 0 0

⑭後期高齢者支援分の納付金額　⑫－⑬ 418,177,616 417,017,163 1,160,453 0.28%

⑮犬山市の納付金基礎額（介護納付金分） 133,619,879 137,624,368 △ 4,004,489 -2.91%

⑯介護納付金の前々年度精算額　＜超過納付のため減算＞ 0 0 0

⑰国・県による激変緩和分 0 0 0

⑱介護納付金分の納付金額　⑮－⑯－⑰ 133,619,879 137,624,368 △ 4,004,489 -2.91%

⑲県への納付金＜一般被保険者分＞　総合計　⑪＋⑭＋⑱ 1,816,577,892 1,815,856,400 721,492 0.04%

11,402 11,402 0 0.00%

159,321 159,258 63 0.04%

⑳被保険者数（県による推計）

㉑１人当たり納付金負担額

県全体の
必要額の
計算

医療
給付
費分

後期
支援
金分

介護
納付
金分



◆令和６年度　保険税率改定案 資料３

①犬山市現行税率 ②来年度税率案
差

②-①
＜参考：本算定＞
③標準保険料率

平等割（世帯割） 23,800 23,800 0 22,617

均等割（被保険者割） 23,700 29,280 5,580 33,381

所得割 7.25% 7.25% 0.00% 7.99%

賦課限度額 650,000 650,000 0 650,000

平等割（世帯割） 8,640 8,640 0 7,680

均等割（被保険者割） 9,360 11,760 2,400 11,336

所得割 2.95% 2.95% 0.00% 2.78%

賦課限度額 200,000 220,000 20,000 78

平等割（世帯割） 32,440 32,440 0 30,297

均等割（被保険者割） 33,060 41,040 7,980 44,717

所得割 10.20% 10.20% 0.00% 10.77%

平等割（世帯割） 7,000 7,000 0 5,852

均等割（被保険者割） 9,400 11,760 2,360 11,507

所得割 2.47% 2.47% 0.00% 2.31%

賦課限度額 170,000 170,000 0 170,000

平等割（世帯割） 39,440 39,440 0 36,149

均等割（被保険者割） 42,460 52,800 10,340 56,224

所得割 12.67% 12.67% 0.00% 13.08%

賦課限度額 1,020,000 1,040,000 20,000 820,078

1,275,000,000 1,352,000,000 77,000,000 1,406,700,000

106.04% 110.33%

＜参考＞

53.2% 50.9% -2.3% 51.3%

53.6% 51.0% -2.6% 51.5%

応能＜所得＞割合（医療分）

〃　　　（全体）

後期高齢者支援分

介護分
（40歳以上のみ）

課税総額見込み
(令和６年度被保険者数推計による）

課税区分

基礎課税＋後期支援

基礎課税分
（医療保険分）

総合計

増加率
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１．パブリックコメントについて 

 

実施期間    令和 5年 12月 11日（月曜日）～令和 6年 1月 10日（水曜日） 

意見募集期間  令和 5年 12月 11日（月曜日）～令和 6年 1月 19日（金曜日） 

実施方法    計画案を公開し、市民から意見を募集 

意見提出者数  ０件 

 

 

２．運営協議会委員様からのご意見 

 

いただいた意見① 

特定健診受診率を高める工夫が必要と考えます。例えば４０、５０、６０歳時

に健診クーポンなど助成額を多くして受診してみようかなと意欲を高める計画

があるとよいと思います。 

可能であれば無料化できると効果が高いと思います。 

ご回答 
以前犬山市でも 40 歳無料クーポンを発行していましたが、令和 4 年度より

AI-OCR導入に伴い、受診票に「無料」と記載するようになりました。 

無料であることがわかりづらくなっている可能性もありますので対象者への

インセンティブについて検討をしてまいります。 

また、完全無料化については尾北医師会管内（江南市・犬山市・扶桑町・大口

町）での一括契約となっておりますので、当該市町村と協議してまいります。 

 

いただいた意見② 

協会けんぽとはがん検診の同時実施をしていただいています。 

今年度は乳がんのみの 1日となっており、可能な範囲で結構ですが、拡充する

ことで受診率向上につながると思います。 

ご回答 

 協会けんぽとがん検診の同時実施日の拡充については、ご希望があれば健康推

進課での対応が可能です。 

 国保の特定健診については、集団健診を実施していないため、受診率向上に向

けて、休日（日曜日）に特定健康診査の集団健診日を設定することを検討してい

きます。その際には、がん検診との同時実施も行いたいと思います。 

 

いただいた意見③ 

保健指導の実施率を増加させるにあたり、市保健師及び外注保健師等の体制

整備も必要と思います。 

ご回答 

 特定健診受診時に、保健指導が可能な医療機関による初回面接実施を検討し

たり、他市町村の取組を参考にしながら検討を進めてまいります。 

 

 



いただいた意見④ 

近隣市町村や全国平均との比較で、どのような対策があるのか、効果はどうな

のか、大変興味深いです。地域ごとに病気の発症率の違いが明確になり、その原

因となる犬山市民独特の生活習慣がわかると、対策が打ちやすいと思います。 

ご回答 

 今回、本市のデータヘルス計画全体の目的は「生活習慣病の発症及び重症化予

防を図り、循環器系疾患抑制を目指す。」となっていますが、その原因が地域性

によるものかも含めて分析も進めてまいります。 

 

いただいた意見⑤ 

保健事業で生活習慣の改善を促すには、不健康（生活習慣病）な方に、なんら

かのペナルティを課すか、健康な方にインセンティブを与えるかですが、不健康

な方にペナルティを課すのは、効果はあっても、現実的ではないように思います。 

マイナンバーカードのようにマイナポイントというインセンティブ・報酬がも

らえるシステムなら、保健事業や健診の希望者が増えるのではないでしょうか。

「犬健チャレンジ」はとてもいい事業だと思います。 

ご回答 

 犬健チャレンジは毎年度実施方法を検討しておりますが、さらに市民の方にと

って魅力的なインセンティブやポイント付与方法になるよう改善してまいりま

す。 

 

いただいた意見⑤ 

データヘルス計画を活用して、市民の健康管理をより効果的に行えると期待で

きます。 

個人情報の管理を慎重に行っていただきたい。 

ご回答 

 引き続き継続的に市民の健康管理・増進ができるよう努力してまいります。 

 また、個人情報管理については、法に基づいて厳重に管理をしてまいります。 

 

 

３．最終案について 

 令和 6年 1月 19日にパブリックコメント募集期間が終了しました。運営協議会委員

様からの貴重なご意見も参考にさせていただき、計画完成とさせていただきます。 

 今後は３月下旬に計画を犬山市ホームページにて公開し、市役所各施設へ冊子を設置

します。 
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◆税制改正の概要について 
 

 

 令和５年１２月１４日付け政府与党による「令和６年度税制改正大綱」のうち、

国民健康保険税についての主なものは、以下のとおり。 

 

 

 

① 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２４万円

（現行２２万円）に引き上げる。 

 

② 国民健康保険税の（低所得世帯に対する）減額の対象となる所得基準につい

て、次のとおりとする。 

 

・５割軽減の対象となる世帯の所得判定において、被保険者等の数に乗じる金額

を２９万５千円（現行２９万円）に引き上げる。 

・２割軽減の対象となる世帯の所得判定において、被保険者等の数に乗じる金額

を５４万５千円（現行５３万５千円）に引き上げる。 

資料５ 


